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会計監査人の解任または不再任の決定の方針の一部改定の件 

 

「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行（平成 27 年 5 月１日付）

に伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関は取締役会から監査役会に変更

となることから、平成 27 年 4 月 30 日開催の監査役会の決議により、会計監査人の解任または

不再任の決定の方針の内容を下記のとおり改定いたしております。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

 

＜ご参考＞ 

会計監査人の解任または不再任の決定の方針（改定前） 

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した 

場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任

または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号に定める項目に該当すると認められ、 

かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を 

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会に 

おきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。 

１．会計監査人の解任または不再任の決定の方針（改定後） 

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した 

場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき 

当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。 

また、監査役会は、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号に定める項目に該当すると 

認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、 

会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集 

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。 
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